
 

 

 

 

令和２年度 公益社団法人 愛川町シルバー人材センター事業計画書 

 

 

１．基本方針 

政府は、令和２年度の経済について雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循

環が進展する中で内需を中心とした景気回復が見込まれ、物価については、景気

回復により、需給が引き締まる中で緩やかに上昇し、デフレ脱却に向け前進が見

込まれ、さらに、先行きのリスクとして、通商問題を巡る動向、中国経済の先行

き、英国のＥＵ離脱、中東地域を巡る情勢等の海外経済の動向や金融資本市場の

影響に留意する必要があると見通しています。 

一方、愛川町では、令和２年度の予算編成方針で、財政見通を消費税率の引上

げに伴い、地方消費税交付金の増額が見込まれるものの、東京オリンピック・パ

ラリンピック終了後の社会経済情勢が不透明な中にあって、地方法人課税の偏

在是正措置などの影響により法人町民税の減収が見込まれ、町税収入は令和元

年度の当初予算額を下回ることが予想されるとしています。 

本町は、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の開通後、県内はもとより、関東

周辺からの時間も短縮され、内陸工業団地を中心とした従来の工業に加え、物流

系産業の立地が促進されるなど自然と産業が調和した町として息づいています。 

このような中、本町でも少子高齢化が進行し、長くなった老後をいかに健康で

充実したものとしていくかが課題であり、まさに高年齢者による自主的組織で

あるシルバー人材センターがその役割を担っております。 

「シルバー人材センター」は、高年齢者の相互協力を基礎とし、広く地域社会

の理解と支持を得ながら、自主・自立・共働・共助を基本理念とし、健康で働く

意欲を持つ高年齢者が雇用関係のない就業を通じて、自己の能力を活用し、自ら

の生きがいの充実や社会参加の推進を図り、臨時的かつ短期的又はその他の軽

易で高年齢者にふさわしい仕事を家庭、企業、公共団体等から引き受け、会員に

提供し、活動をしているところであります。 

今後もこのシルバー人材センターの趣旨を踏まえ、町行政をはじめ企業や各

家庭の皆様方のさらなるご理解を得ながらシルバー人材センターの健全な運営

に努め、高年齢者の生きがいの充実を図ってまいります。 



 

 

 

また、引き続き、現役を退いた高年齢者の持つ経験、能力を活かし、社会参加

意欲のある高年齢者へ臨時・短期的又は軽易な就業を提供して、健康で働くこと

により高年齢者の福祉の増進を図ると共に、シルバー人材センターの地域にお

ける存在意義を高め、事業内容などについて、より一層家庭や企業に対してＰＲ

し、国及び町の補助金を活用し、会員の加入促進と高年齢者の就業促進に努めて

まいります。 

 

 

２．事業実施計画 

（１）高年齢者の就業機会の開拓及び組織の充実 

   シルバー人材センターの就業形態である臨時的かつ短期的な就業、又はそ

の他の軽易な業務に係る就業の機会を開拓して確保し、組織的に提供する。 

さらに、理事、会員、職員によるＰＲ運動や職業紹介事業や労働者派遣事業

に取り組み、自主的・主体的な組織運営を目指す。 

  ① 女性会員の多様な知識と経験、そして技能を活かした家事援助などの研

修会や講習会を開催し、サービス事業への展開を目指す。 

  ② 民間企業や各家庭における屋内外の軽作業や除草・植木等の手入れを行

える会員の研修会や講習会を開催し、新しい顧客の獲得に努める。 

  ③ 高年齢者にふさわしい就業機会を開拓し、会員の資質、経歴などを把握し

て適材適所の就業により、高年齢者の生きがいの充実、福祉の増進、社会参

加の推進を図る。 

  ④ 除草・植木等の手入など、親切、丁寧な就業に努めリピーターの拡大に努

める。 

 

（２）安全適正就業の推進 

   就業中の事故防止と交通事故等を未然に防ぐため、安全講習会を開催し、安

全意識の高揚を図ると共に、就業現場の安全確認と安全対策の徹底に努める。 

  ① 安全就業委員会の開催と安全就業パトロールを実施する。 

  ② 安全意識の向上と知識の習得を図るため、会員に安全講習等への参加を 

   呼びかけ、県連合会主催の研修会にも安全就業委員の代表を参加させる。 

  ③ 事故発生状況の把握と分析をし、再発防止対策を図る。 

  ④ 安全・適正就業啓発パンフレット等を配布し、安全対策に努める。 



 

 

 

⑤ 安全就業に関する標語を募集し、安全就業の啓発に努める。 

⑥ 就業（作業）前・後の確認を徹底する。 

 

（３）普及啓発事業の推進 

   シルバー人材センター事業の目的・理念・仕組み・活動を広く周知し、シル 

  バー人材センターに対する理解、協力を得るなど、あらゆる機会をとらえて普

及啓発活動を推進する。 

  ① 会報「シルバーあいかわ」を発行し、事業活動を広く町民等に周知する。 

  ② 「町広報紙等」にシルバー人材センターに関する記事の掲載を依頼する。 

  ③ 地域情報紙などを宣伝媒体として積極的に活用し、活動内容や広告など、

ＰＲ活動を行う。 

    ④ 「ホームページ」による情報提供など、さらなる充実に努める。 

 

（４）会員の増強及び就業体制の強化 

  ① シルバーの趣旨を理解し、健康で働く意欲を持った高年齢者への入会の

推進を図ると共に、女性についても促進する。 

  ② 特に依頼の多い除草・植木の剪定・草刈作業ができる会員の充実を図る。 

   

（５）高年齢者のための職業紹介 

   「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」に基づき、有料職業紹介事業の

推進体制の充実強化を図る。 

 

（６）高年齢者のための技能講習 

   仕事に関する知識や技能の習得を図るため、県シ連が主催する各種講習会

等へ積極的に参加する。 

 

（７）高年齢者の就業に関する相談 

   就業に関する各種資料を整備し、随時相談に応じる。 

 

（８）ハローワークとの連携 

入会案内用のパンフレットなどの配架依頼や高年齢者向けの請負などの就

業情報を収集し、情報提供に努める。 



 

 

 

（９）会員親睦事業の開催 

   会員相互の親睦とさらなる交流の輪を広げるため、引き続き、親睦事業を実

施する。 

 

（10）シルバーの日・一斉美化奉仕活動 

   全国一斉の「シルバー人材センター事業普及啓発月間」に基づき、美化奉仕 

  活動等を実施し、シルバー人材センター事業の普及啓発を促進する。 

 

（11）事務局体制の整備 

積極的な事業運営を行うため、専任の常務理事を置くと共に事務所の拡充

を図り、事務局体制を強化する。 

 


